
第７３号議案 

   令和２年度芦屋市一般会計補正予算（第７号） 

  令和２年度芦屋市の一般会計補正予算（第７号）は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ173,441千円を追加し，歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ58,556,844千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は，「第２表繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は，「第３表地方債補正」による。 

   令和２年１１月３０日提出 

芦屋市長 伊 藤  舞    
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追　加

０２　総　　務　　費 ０１総 務 管 理 費

変　更

消 防 防 災 施 設 整 備 事 業

道 路 橋 梁 整 備 事 業

公 園 整 備 事 業

第 ３ 表 地

起　　　　　債　　　　　の　　　　　目　　　　　的

款

　　　　　合　　　　　　　　　　　計

第 ２ 表 繰 

項

災 害 対 策 事 業

０８　土　　木　　費 ０２道 路 橋 梁 費

73-8

　第５次芦屋市総合計画策定支援業務

　三条町17街区先法面改修事業

　第一跨線橋詳細設計業務

39,100 39,800

151,500 218,000

1,104,500 1,110,400

 方 債 補 正
（単位　千円）

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限　　　　　度　　　　　額 限　　　　　度　　　　　額

　　　　　合　　　　　　　　　　　計 106,589

 越 明 許 費 補 正
（単位　千円）

事　　　　　　　　業　　　　　　　　名 金　　　　　　額

20,000

3,597

82,992

23,800 32,400
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73-12 73-13



73-14 73-15



73-16 73-17



73-18 73-19



73-20 73-21



73-22 73-23



　        令和２年度芦屋市一般会計補正予算（第７号）の繰越明許費の内容 　　　　

現計予算額
(12月補正後)

　第５次芦屋市総合計画策定支援業務 6,329 3,597 委託料

　三条町17街区先法面改修事業 82,992 82,992 工事請負費

　第一跨線橋詳細設計業務 20,000 20,000 委託料

合　　　　計 109,321 106,589

        第７３号議案説明資料

（単位 千円）

事 　 　業 　 　名 繰越明許費 主な内容
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令和２年度一般会計補正予算（第７号）について

歳入歳出予算
当初予算額： 46,910,000千円

現計予算額： 58,383,403千円 （＋11,473,403千円）

補 正 額： ＋ 173,441千円

補正後予算額： 58,556,844千円 （＋11,646,844千円）

（補正額の内訳）

① 感染拡大防止対策の強化 ＋ 49,610千円

② 企業等への事業継続支援 ＋ 18,980千円 （＋ 18,980千円）

③ 市民への生活支援 ＋ 4,187千円 （＋ 3,675千円）

④ 感染症対策以外の事業費の増額 ＋ 101,148千円 （＋ 92,639千円）

⑤ 感染症対策以外の事業費の減額 ▲ 484千円 （＋ 759千円）

⑥ 財源更正 ＋ 0千円 （▲ 2,600千円）

補 正 額： ＋ 173,441千円 （＋113,453千円）

※ （ ）内は市負担額（内数）

※ （ ）内は当初予算額からの増減額

73-25



【別紙】…前頁①～⑥に係る歳出予算の補正内容
（単位：千円）

国・県 地方債等 一般財源

民生費-児童福祉費-保育所費

感染拡大防止対策事業
（保育所等における延長保育事業等）

衛生費-保健衛生費-保健衛生総務費

感染拡大防止対策事業
（休日応急診療所，歯科センター）

総務費-総務管理費-一般管理費

新型コロナウイルス感染防止対策
指定管理者支援金（地区集会所）

総務費-総務管理費-一般管理費

同 (潮芦屋交流センター）

総務費-総務管理費-一般管理費

同 (あしや市民活動センター）

土木費-道路橋梁費-道路橋梁総務費

同 (自転車駐車場)※

土木費-都市計画費-公園緑地費

同 (総合公園)

教育費-保健体育費-体育施設費

同 (海浜公園プール)

教育費-保健体育費-体育施設費

同 (体育館・青少年センター等)

教育費-保健体育費-体育施設費

同 (芦屋公園テニスコート)

衛生費-保健衛生費-保健衛生総務費

医療従事者感染症対策補助金

＋3,546

＋234

＋4,015

＋1,219 ＋1,219

＋3,154 ＋3,154

事　業　名 事 業 概 要 補正額
財源内訳

＋234

認可保育所，認定こども園等で実施している延長保育事業，一時預かり
事業及び病児保育事業(体調不良児対応型)に対して，感染症拡大防止の
ためのマスク，消毒液等の衛生用品及び備品を追加的に配備（民間施設
へは購入費を補助）するもの。

＋48,500

休日応急診療所及び歯科センターの施設所有者が実施する感染拡大防止
対策に対して，その経費を市が負担するもの。

＋1,110 ＋1,110

＋1,229＋1,229

＋2,728

①

＋48,500

＋2,728

②

＋3,546

（注） 「財源内訳」欄の「地方債等」は，地方債，寄附金及び特定目的基金を財源とするもの。

芦屋市商工会青年部及び(一社)芦屋青年会議所から受領した寄附金を
活用し，新型コロナウイルス感染症対策に従事している市内医療機関へ
の支援を行うもの。

＋2,153

＋702

＋2,153

新型コロナウイルス感染拡大を受け，管理・運営する公共施設の閉館等
の対応を余儀なくされた指定管理者に対して，公共施設における事業の
公共性や市の責任を踏まえ，以下の期間中に発生した利用料金の減収額
に応じた支援金を支給するもの。

【支給基準】

　市の判断による閉館期間
　(令和2年3月12日～4月6日，5月22日～31日) … 減収額の全額(100%)

　国の緊急事態宣言による閉館期間
　(令和2年4月7日～5月21日) … 減収額の半額(50%)

　※「自転車駐車場」については，施設を閉鎖しなかったものの，
　　 市の施策である学割定期利用料金の返還等により減収額が生じた
　　 ため，支援金の対象としている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補正額計　＋18,278千円

＋702

＋4,015
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（単位：千円）

国・県 地方債等 一般財源
事　業　名 事 業 概 要 補正額

財源内訳

教育費-教育総務費-教育指導研究費

修学旅行支援事業（市立小・中学校）

民生費-社会福祉費-障害者福祉費

在宅障害者一時的受入体制整備事業

民生費-社会福祉費-障害者福祉費

聴覚障害者意思疎通支援体制強化事業

土木費-道路橋梁費-道路橋梁維持費

三条町１７街区先法面改修事業

消防費-消防費-災害対策費

急傾斜地崩壊防止工事負担金の増額

総務費-戸籍住民基本台帳費-戸籍住民基本台帳費

マイナンバーカード事務費の増額

民生費-社会福祉費-後期高齢者医療費

後期高齢者医療事業特別会計への繰出金の
増額

民生費-社会福祉費-障害者福祉費

合理的配慮提供支援助成事業

消防費-消防費-常備消防費

災害対応特殊救急自動車購入費の減額

＋0 ＋2,600 ＋5,900 ▲ 8,500

＋0 ＋4,300 ▲ 4,300

合　計 ＋173,441 ＋59,988 ＋83,602 ＋29,851

▲ 484

県が実施する急傾斜地崩壊防止事業について，県による事業実施計画の
見直しにより，市内2ヵ所（奥池町・朝日ケ丘町）の工事が前倒しで
実施されることとなったため，市の負担分を増額するもの。

＋9,000

公園関連事業に係る国庫補助金の増額及び入札結果を反映した事業費の変更に伴う財源更正

道路改修事業に係る地方債の増額に伴う財源更正
⑥

⑤
本年度に購入予定である災害対応特殊救急自動車（1台）について，
入札結果を反映し事業費を減額するとともに，国庫補助金が当初の
見込みを下回ったため，地方債等への財源更正を行うもの。

▲ 1,243

市道路敷における石積擁壁の一部が欠損したため，本年度に補修工事を
予定していたところ，事前調査により，擁壁全体の改修が必要である
ことが判明したため，事業費を増額するもの。

＋79,992

＋1,200

＋700

「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」
の施行に合わせ，市内民間事業者による合理的配慮の提供を促進する
ため，必要となる工事費や物品購入費等に対し，市が補助するもの。
(早期の普及を図る観点から，令和3年度内は全額補助(上限あり)とし，
令和4年度以降は1/2補助(〃)とする。）

＋1,200

＋574 ＋287

後期高齢者医療事業において必要となるシステム改修経費について，
一般会計から特別会計への繰出金を増額するもの。

＋2,447

＋62,200

＋8,600

③

④

在宅の障がい者を介護する家族が新型コロナウイルスに感染した場合を
想定し，県が新たに整備する障がい者の一時受入体制に参画するため，
受入施設に係る人件費を県・市が共同して負担するもの。

手話通訳派遣者の安全性確保や災害時における障がい者等への情報提供
確保策として，県が新たに導入する「遠隔手話通話サービス」に参画
するため，必要となるＰＣ(1台)その他の機器を購入するもの。

マイナンバーカードの取得促進に向けて，窓口の混雑緩和や事務の円滑
化を図るための体制強化（会計年度任用職員の増員）や窓口の拡充等を
行うもの。

＋3,388

＋400

＋17,792

＋2,447

＋287

＋225 ＋225

＋8,509 ＋8,509

＋59

新型コロナウイルス感染拡大の影響により，修学旅行を中止又は変更
した場合に発生するキャンセル料等(やむを得ない事由によるものに
限る。)について，保護者の経済的負担を軽減する観点から，市が補助
するもの。

＋3,388
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1 事 業 名

2 事 業 場 所 芦屋市 地内

位置図参照

3 事 業 概 要 市道３９６号線道路敷の既存石積擁壁において，一部擁壁がないことが判明し

たことに伴う調査により，既存擁壁の安全性が確保できていないことから擁壁

改修工事を行うもの。

4 補 正 理 由 当初，一部擁壁のみの施行を予定していたが，既存擁壁においても安全性が確

保できていないことが判明し，工事費の増額が必要となったため。

5 補 正 金 額 補正前

補正額

補正後

6 位 置 図

（08土木費　　道路の改修に要する経費関係）

３，０００千円

７９，９９２千円

８２，９９２千円

三条町

事　　業　　概　　要

三条町17街区先法面改修事業

工事箇所

市道396号線
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1 事 業 名

2 事 業 場 所 芦屋市 地内

位置図参照

3 事 業 概 要 がけ地に近接した区域において，住民の生命を土砂災害から守るために実施する

工事。本来は，がけ地の土地所有者などが個々の責任において工事を行うべきも

のだが，土地所有者などが工事を行うことが困難又は不適当な場合に，県が代わ

りに工事を行うもの。

4 補 正 理 由

5 補 正 金 額 補正前

補正額

補正後

6 位 置 図

事　　業　　概　　要

急傾斜地崩壊防止工事負担金の追加

事業実施者である兵庫県により年度毎の事業実施計画の精査が行われた結果，
事業前倒しの費用負担が必要となったため。

（09消防費　　治水・治山及び砂防に要する経費関係）

２５，０００千円

９，０００千円

３４，０００千円

奥池町・朝日ケ丘町

国庫補助対象箇所

県単独事業箇所

県単独事業箇所
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地方創生臨時交付金の配分上限額と同交付金の対象事業　※令和２年１１月３０日時点

■ 地方創生臨時交付金の配分上限額 （単位：千円）

179,678

513,241

未定

692,919

■

市費

40,166

31,500

21,600

7,200

4,800

5,040

1,260

600

12,432

17,868

36,960

2,549

181,975

93,575

93,575

49,100

49,100

10,120

10,120

7,440

2,844

4,994

15,278

101,220

17,029

4,925

1,650

1,000

5,000

130,824

163,605

10,124

13,931

187,660

3,388

3,388

671,920

市費

351,262

155,661

506,923

1,178,843
※ 表左側の○数字は補正の号数

小 計

修学旅行支援事業（市立小・中学校）
⑦

⑥

濃厚接触者等に対する介護サービス提供継続支援事業

濃厚接触者等に対する障がいサービス提供継続支援事業

布マスク作製経費助成事業

PCR検査等拡充事業

　　　　　同　　　　　　（芦屋市奨学金）

感染拡大防止対策事業（救急隊員，福祉活動者，小学校，中学校）

新型コロナウイルス対策臨時見舞金事業

家庭でのオンライン学習等支援事業

小 計

GIGAスクール構想関連事業 ※ 端末整備分

小 計

休業要請事業者経営継続支援事業（県・市協調分）※ 対象範囲拡大分

家計急変世帯への支援事業（新型コロナウイルス対策臨時見舞金）

GIGAスクール構想関連事業 ※ ネットワーク再構築等分

学校再開に伴う学習保障支援事業（市立小・中学校）

休業要請事業者経営継続支援事業（県・市協調分）※ 対象期間拡大分

小 計

休業要請事業者経営継続支援事業（県・市協調分）

　　　　　　　同　　　　　　　（市独自上乗せ分）

介護サービス事業者事業継続支援金

障がい福祉サービス事業所等事業継続支援事業（障がい者）

障がい福祉サービス事業所事業継続支援事業（障がい児）

　　　　　同　　　　　　（小中学校・就学援助費）

小 計

キャッシュレス決済ポイント事業

妊婦臨時特別給付金事業

集団健(検)診等WEB予約システム導入事業

予
備
費

個人事業主事業所賃料支援事業

小 計

地方創生臨時交付金（第１次配分）※ 市単独事業分

　　　　同　　　　（第２次配分）※ 市単独事業分

　　　　同　　　　（第３次配分）※ 補助事業分

合 計

②

③

④

⑤

合 計（企業会計含む）

事　業

事　業

同交付金の対象事業（市単独事業）

下水道使用料の基本料金の免除

小 計

①

小 計

合 計（一般会計分）

乳幼児健康診査等WEB予約システム導入事業

タブレット端末整備事業

感染拡大防止対策事業（市庁舎等）

小 計

水道料金の基本料金の免除
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■ 同交付金の対象事業（補助事業） （単位：千円）

事　業 国・県費 市費

住居確保給付金事業 15,750 5,250

生活困窮者自立相談支援事業 1,875 625

小 計 17,625 5,875

学校再開に伴う感染拡大防止対策事業（市立小・中学校） 7,250 7,250

スクール・サポート・スタッフ配置事業（市立小・中学校） 6,677 665

学校再開に伴う学習保障支援事業（市立小・中学校） 1,000 1,000

小 計 14,927 8,915

GIGAスクール構想関連事業 ※ GIGAスクールサポーター配置分 3,150 3,151

学校再開に伴う学習保障支援事業（市立小・中学校） 11,750 11,750

住居確保給付金事業 27,000 9,000

感染拡大防止対策事業（地域生活支援事業） 1,536 512

小 計 43,436 24,413

75,988 39,203

事　業 国・県費 市費

特別定額給付金事業 9,670,600

芦屋市事業者支援緊急融資事業 500,000

予備費の増額 60,000

小 計 9,670,600 560,000

子育て世帯臨時特別給付金支給事業 99,614

感染拡大防止対策事業（市立幼稚園，産後ケア事業） 3,472

小 計 103,086 0

放課後児童クラブ事業（業務委託料） 12,508 13,327

行政改革推進に要する経費 525

予備費の増額 70,000

小 計 12,508 83,852

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 79,211

学習指導員配置事業（市立小・中学校） 17,388

家庭でのオンライン学習支援事業（市立小・中学校） 3,390

感染拡大防止対策事業（保育所等） 25,500

　　　　同　　　　　（放課後児童健全育成事業） 9,000

　　　　同　　　　　（市立幼稚園，一時預かり事業） 6,000

　　　　同　　　　　（母子保健事業） 1,000

小 計 141,489 0

感染拡大防止対策事業（児童発達支援事業） 580

住民基本台帳システム及び戸籍システム改修に要する経費 8,822

小 計 9,402 0

感染拡大防止対策事業（延長保育事業等，休日応急診療所等） 49,610

新型コロナウイルス感染防止対策指定管理者支援金 18,278

医療従事者感染症対策補助金　※市費だが財源は全額寄附金 702

在宅障害者一時的受入体制整備事業 287 287

聴覚障害者意思疎通支援体制強化事業 225

三条町１７街区先法面改修事業 79,992

急傾斜地崩壊防止工事負担金の増額 9,000

マイナンバーカード事務費の増額 8,509

後期高齢者医療事業特別会計への繰出金の増額 2,447

合理的配慮提供支援助成事業 1,200

小 計 58,631 111,906

9,995,716 755,758
※ 表左側の○数字は補正の号数

⑦

（参考）　同交付金の対象とはならない事業

②

④

合 計

⑥

⑥

合 計

①

②

③

④
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（対象とならないもの）

・ 市の負担額がない補助事業

・ 貸付金の財源とするもの（＝芦屋市事業者支援緊急融資事業）

・ 休業補償（損失補償）の目的で行うもの

　（＝新型コロナウイルス感染防止対策指定管理者支援金）

・ 具体の事業ではないもの（＝予備費の増額）

・ 国の令和2年度補正予算に計上された事業ではないもの

　（＝放課後児童クラブ事業（業務委託料），在宅障害者一時的受入体制整備事業）

・ 新型コロナウイルス感染症対策ではないもの

　（＝行政改革推進に要する経費，住民基本台帳システム等改修に要する経費　等）
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